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「ＷＷＬ（ワールド・ワイド・ラーニング）コンソーシアム構築支援事業」の審査は、この

審査要項に従って行う。 
 

１．審査の基本方針 

審査は、国立、公立及び私立高等学校、中等教育学校、併設型及び連携型中学校・高等

学校（以下｢高等学校等｣という｡）の管理機関（国立の高等学校等にあっては当該学校を

設置する国立大学法人、公立の高等学校等にあっては当該学校を所管する教育委員会、私

立の高等学校等にあっては当該学校を設置する学校法人等をいう。以下同じ。）から申請

された本事業に関する構想計画について、３年後の完成像を踏まえ、構想目的・目標の設

定の適合性、構想目的達成の仕組みの妥当性等、先進的なカリキュラム研究開発・実践の

実現性、管理機関の実施体制、管理機関による財政支援等や総合的な事業計画の実現性に

ついて評価するとともに、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価も行う。 
なお、採択に際しては審査の評点順とするが、構想の多様性を確保する観点から、取組

の特徴、地域性及び国公私のバランスにも配慮する。 
 

２．審査の方法 

（１）審査方法・審査の枠組み 
① 審査を実施するため「ＷＷＬ（ワールド・ワイド・ラーニング）コンソーシアム構築

支援事業企画評価会議」（以下「企画評価会議」という。）を設置する。 
② 企画評価会議においては、受理された全ての申請について「第１段審査（書面審

査）」及び「第２段審査（総合的な調整を行うことを主眼とした合議審査）」を実施

し、採択する構想計画の審査を行う。 

参考１ 

 



 

＜審査の手順＞ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

（２）審査（の進め方） 
①第１段審査（書面審査） 
・企画評価会議は、高等学校等の管理機関から提出されたＷＷＬ（ワールド・ワイド

・ラーニング）コンソーシアム構築支援事業構想計画書について、審査要項、審査

基準に基づき、書面審査を行う。 
② 第２段審査（合議審査） 
・第 1 段審査の評価を基に総合的な調整を行うことを主眼とした企画評価会議協力者

による合議審査。 
・必要に応じて構想計画についての改善のための条件又は意見を付すことができる。 

 

３．審査の観点 

本事業の採択に当たっては、「ＷＷＬ（ワールド・ワイド・ラーニング）コンソーシ

アム構築支援事業審査基準」に沿って審査を行う。なお、審査に当たっては、審査の基

本方針を踏まえ、本事業に関する構想計画について、３年後の完成像を踏まえ、構想目

的・目標の設定の適合性、構想目的達成の仕組みの妥当性等、管理機関の実施体制、管

理機関による財政支援等、総合的な事業計画の実現性について評価を行うとともに、ワ

ーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価も行う。 
 

４．開示・公開等 

（１）企画評価会議の審議内容の取扱い 

ＷＷＬ（ワールド・ワイド・ラーニング）コンソーシアム構

築支援事業企画評価会議 

① 書  

 

 

 

②第２段審査（合議審査） 

（書面審査結果に基づき、採択する構想計画を審査） 

① 第１段審査（書面審査） 



 

各構想計画の審査及び会議資料については、審査の円滑な遂行確保の観点から原則非公

開とする。ただし、企画評価会議が公開とすることを決定したときは、この限りでな

い。 
 
（２）審査結果について 

審査結果及び採択された構想計画は、文部科学省ホームページへの掲載等により、広く

社会へ情報提供することとする。 
 

（３）協力者の氏名について 

企画評価会議協力者の氏名については、採択後に公表することとする。 
 

５．協力者の遵守事項 

（１）秘密の保持 
審査委員は、本審査で知り得た情報を口外してはならない。ただし、公表されている

内容はその限りではない。 
 

（２）利害関係者の審査 

① 審査委員は、競争参加者の中に次のいずれかに該当する者がいたときは、速やかに文

部科学省初等中等教育局参事官付（高等学校担当）に申し出なければならない。 
(ア) 競争参加者の企画提案書の中に、何らかの形で審査委員自身が参画する内容の記載

があった場合 
(イ) 審査委員自身が所属している法人等から申請があった場合 
(ウ) 審査委員自身が、過去 5 年以内に競争参加者から寄附を受けている場合 
(エ) 審査委員自身が、過去 5 年以内に競争参加者と共同研究又は共同で事業を行い且つ

そのための資金を審査委員自身が受け取っている場合 
(オ) 審査委員自身と競争参加者との間に、過去 5 年以内に取引があり且つ競争参加者か

らその対価を審査委員自身が受け取っている場合 
(カ) 審査委員自身が、競争参加者の発行した株式または新株予約券を保有している場合 
(キ) その他、競争参加者（競争参加者が法人の場合はその役員、その他企画提案書の中

の研究代表又は共同参画者等を含む）との間に深い利害関係があり、当該競争参加者

の審査を行った場合に社会通念上の疑義を抱かれるおそれがある場合 
等申請された構想に直接関係する協力者（以下「利害関係者」という。）は、事務局に

その旨申し出ることとし、自己の関係する構想の審査を行わないこととする。また、企

画評価会議における当該構想の個別審議に加わることができないこととする。 
② 前項の（ア）から（カ）に該当する場合、当該審査委員はその関係性を有する競争参

加者の審査を行ってはならない。また、（キ）に該当する場合、文部科学省は審査委員

会に当該審査委員の審査の可否についての決定を求めなければならない。ただし、当該

審査委員自ら当該競争参加者の審査を辞退した場合はその限りではない。 
③ 企画評価会議は、前項の要請を受けた場合はただちに審査委員の中から委員長を選任

し、当該審査委員の審査の可否について決定しなければならない。また、企画評価会議

は、前項の要請を拒否することもできる。 
④ 審査委員は、前項により企画評価会議が審査を行ってはならないことを決定した場合



 

又は要請を拒否した場合はその関係性を競争参加者の審査を行ってはならない。 
 

（３）不公正な働きかけ 

① 審査委員は、当該審査については不公正な働きかけがあった場合は、すみやかに文部

科学省初等中等教育局参事官付（高等学校担当）に報告しなければならない。 
② 文部科学省は前項の報告を受けた場合は適切に対処しなければならない。 

 



 

ＷＷＬ（ワールド・ワイド・ラーニング）コンソーシアム構築支援事業 

審査基準 
 

平 成 ３ １ 年 １ 月 ２ ３ 日 

文部科学省初等中等教育局長決定  

令和元年１２月２６日改訂 

令 和 ３ 年 １ 月 ６ 日 改 訂 

令 和 ４ 年 １ 月 ５ 日 改 訂 

令 和 ５ 年 ２ 月 ７ 日 改 訂 

令和６年１月３１日改訂 

 

 
ＷＷＬ（ワールド・ワイド・ラーニング）コンソーシアム構築支援事業の審査において，

審査項目ごとの審査基準等を以下のとおり定める。 
 

１．第 1段階（書面）審査 

（１）第１段階（書面）審査の評点 

第１段階審査は，ＷＷＬ（ワールド・ワイド・ラーニング）コンソーシアム構築支援

事業審査要項（以下「審査要項」という。）の「３．審査の観点」の各要素との適合性

を踏まえつつ，「（３）審査の観点」の項目（以下「審査項目」という。）ごとに以下

の５段階の区分により判断することとする。 
 

評点 評価 
５ 非常に優れている。 
４ 優れている。 
３ 妥当である。 
２ やや不十分である。 
１ 不十分である。 

 

（２）各評点の所見等 

① 審査の所見は，採択すべき構想の決定に当たって極めて重要な判断材料となるため，

できるだけ「コメント」欄又は「総合所見」欄に記入すること。特に，下記「（３）

審査項目と審査の観点」の各項目の評点で，「５」や「１」の評点を付した場合，ど

の点が非常に優れているのかまたはどの点が不十分であるのかについて，具体的に判

断根拠・理由等を必ず「コメント」欄に記入すること。 
② 採択となった際，計画の修正等の条件を付す必要がある場合は，必ずその内容を「総

合所見」欄に記入すること。 
なお，ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価は別に定める。 

参考２ 

 



 

 
【評点の基本的考え方】 
１．審査を担当する構想の各審査項目に付す評点（５～１）については，「絶対評価」

により付すこととする。 

２．各審査項目については，その重要性に鑑み，項目ごとに係数をかけて評点に重み付

けをする。 
 

３．ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価も行う。 

○ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等又は内閣府男女共同参画局長の

認定等相当確認を有していること。 

以下の認定等の中で該当する最も配点の高い区分により評価を行う。 
 

○えるぼし認定等（女性活躍推進法） 

・認定段階１（労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと）＝１０点 

・認定段階２（労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと）＝１５点 

・認定段階３＝２０点 

・プラチナえるぼし認定＝２５点 

・行動計画策定済（女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務が無 

 い事業主（常時雇用する労働者の数が１００人以下のもの）に限る（計画期間 

 が満了していない行動計画を策定している場合のみ）＝５点 

 

○次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づく認定（くるみん認定企業・トラ 

 イくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業） 

・くるみん認定①（平成２９年３月３１日までの基準）（次世代法施行規則等の一 

 部を改正する省令（平成２９年厚生労働省令第３１号。以下「平成２９年改正 

 省令」という。）による改正前の次世代法施行規則第４条又は平成２９年改正 

 省令附則第２条第３項の規定に基づく認定）＝１０点 

・トライくるみん認定＝１５点 

・くるみん認定②（平成２９年４月１日～令和４年３月３１日までの基準）（次世 

 代法施行規則の一部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第 185 号。以下「令 

 和３年改正省令」という。）による改正前の次世代法施行規則第４条又は令和 

 ３年改正省令附則第２条第２項の規定に基づく認定（ただし、①の認定を除 

 く。））＝１５点 

・くるみん認定③（令和４年４月１日以降の基準）（令和３年改正省令による改正 

 後の次世代法施行規則第４条第１項第１号及び第２号の規定に基づく認定）＝ 

 １５点 

・プラチナくるみん認定＝２５点 

 

○青少年の雇用の促進等に関する法律（若者雇用促進法）に基づく認定 

・ユースエール認定＝２０点 

 
○上記に該当する認定等を有しない＝０点 



 

 
 
（３）審査の観点 

Ⅰ 構想目的・目標の設定 

a. 事業の趣旨を踏まえて，イノベーティブなグローバル人材像を，資質・能力（コンピ

テンシー），心構え・考え方・価値観等（マインドセット），探究スキル等の観点か

ら多面的に設定し，明確化している。 
注記）上記に挙げた 3 つの観点は，スーパーグローバルハイスクール（文部科学省事業：2014 年度~2020 年度予

定）の事業成果検証において，高校生段階のグローバル人材の資質・能力を測るための指標を設定した際に用いた

ものであり，本事業においても活用する予定。 

b. 事業の趣旨を踏まえて，ＡＬネットワークの目的と役割を明確化している。 

c. 設定したイノベーティブなグローバル人材像及びＡＬネットワークの目的と役割に基

づいて，短期的，中期的及び長期的な目標（要件１－①、②の重点的に取り組む項目

の目標を含む）を具体的に設定している。 

【加算項目】 

d. 要件１－①、②の重点的に取り組む項目の目標が,これまでの実績を踏まえて意欲的

な目標となっている。 
 

Ⅱ ＡＬネットワークの形成 

a. 構想目的・年度計画の策定，事業の運営，達成状況の評価・見直しのため，管理機関

の長と拠点校等における本事業の運営責任者，主要な協働機関の関係者等をメンバー

とするＡＬネットワーク運営組織を管理機関に設置している。【要件２－①（関

連）】 
注記）特に連携校において，国の他事業を実施することを希望する（または既に実施している）場合，複数の取組

を実施するための体制の確認や調整を行うこと。 

b. ＡＬネットワーク運営組織により，本事業が円滑及び適切になされるよう，関係機関

の間で十分な情報共有体制を整備し，新たな協働事業の開発，有効な事業実施を実現

している。【要件２－③】 
注記）特定の国や地域に特化することなく，少なくとも 2 地域以上の，国内協働プログラム，国際協働プログラ

ム，国内外のネットワークを活用した国際会議等のプロジェクトが考えられる。 

c. ＡＬネットワーク運営組織が，国内外の大学，産業界，その他国際機関等との連携・

交流を通じて，当該プログラムの修了生の国際的な分野を学ぶ国内外の大学への進学

や国内外のトップ大学等への進学，海外留学、外国人生徒受入等の促進に寄与してい

る。 

注記）長期的な成果として，当該プログラムの修了生の国際的なキャリアへの進路選択等が考えられる。 

d. ＡＬネットワーク運営組織に専任者からなる事務局を設置するとともに，本事業のカ

リキュラムを開発する体制を整えている。【要件２－④】 
e. ＡＬネットワーク運営組織において，国内外の大学，企業，国際機関等と協働し，国

内外の高等学校等との連携によるテーマと関連した高校生国際会議等を事業終了まで

に行う（令和元年度から令和 5 年度までのＷＷＬコンソーシアム構築支援事業カリキ

ュラム開発拠点校は初年度から継続して実施する）ことを明確化している。【要件１



 

－⑨】 
注記）国際会議等での国際プロジェクトや英語課題研究論文等の発表や表彰等の取組も考えられる。 

f. 事業成果の社会普及のため，社会に開かれたフォーラムや成果報告会などを予定して

いる。またホームページ等による公表（外国語を含む）を予定している。 

g. ＡＬネットワーク運営組織が，構想目的の達成に資する取組を計画し，その効果的か

つ円滑な運営のための情報収集・提供を行っている。 

注記）例えば，ここでの取組には，次のようなことが考えられる。 

 国が実施するアジア高校生架け橋プロジェクト＋（プラス）や海外の連携校等からリーダー，架け橋となる

優れた外国人生徒を受け入れ，日本人生徒と外国人生徒が一緒に英語等での授業を履修【要件１－②】 

 ＩＣＴ，ＩｏＴ活用による国内外との連携教育の強化 

【加算項目】 
h. ＡＬネットワーク運営組織の基盤となる関係機関との協定文書等がある。 

 

Ⅲ 研究開発・実践 

a. 海外の連携校等への短期・長期留学や海外研修等を、カリキュラムの中に体系的に位

置づけて、対象となる生徒が経験するようにしている。【要件１－①】 
b. 国が実施するアジア高校生架け橋プロジェクト＋（プラス）や海外の連携校等からリ

ーダー、架け橋となる外国人生徒を受け入れ、日本人生徒と外国人生徒が一緒に英語

等での授業を履修するための学校体制を整備すること。【要件１－②】 
c. グローバルな社会課題の中からテーマ（ＳＤＧｓ，経済，政治，教育，芸術等）を設

定している。【要件１－③】 
d. 拠点校，共同実施校，連携校等が，管理機関のリーダーシップのもと，イノベーティ

ブなグローバル人材育成に資する体系的かつ先進的なカリキュラム設計を，国内外の

大学，企業，国際機関等との協働により行っている。【要件１－④】 
e. 設定したテーマと関連し，外国語や文理両方の複数の教科を融合した内容について，

外国語を用いながら探究活動を行う「グローバル探究」等の教科・科目を設定してい

る。また，その実施にあたって，外国人講師やＩＣＴ等を活用している。【要件１－

⑤】 
注記）例えば，次のような取組も考えられる。 
 探究の過程に必要なスキル（調査方法等）を習得する機会の設定 
 課題研究に必要な日本語や英語によるライティングスキルやプレゼンテーション技法を習得する機会の設定 

f. 体系的なカリキュラムの編成にあたって，文系・理系を問わず，各教科をバランスよく

学ぶ教育課程の編成をしている（文系・理系のコース分け等を行わずに，または，コー

ス分け等を行ったとしても，数学科，理科，地理歴史科，公民科等の教科を幅広く学べ

るようになされている等）。【要件１－⑧】 
g. 学習活動が，構想目的の達成に資するよう工夫されたものとなっている。 
h. 高大連携による大学教育の先取り履修を可能とする取組を事業終了までに行う（令和

元年度から令和 5 年度までのＷＷＬコンソーシアム構築支援事業カリキュラム開発拠

点校は初年度から継続して実施する）ことを明確化している。【要件１－⑥】 
i. より高度の内容（例えば，微分方程式，線形代数，データマイニングや国際法等）を

学びたい高校生が学習できる環境整備をしている。【要件１－⑦】 



 

【加算項目】 
j. 「拠点校」や「共同実施校」だけでなく、「連携校」においても海外の連携校等への短

期・長期留学や海外研修等を、カリキュラムの中に体系的に位置づけて、対象となる生

徒が経験するようにしている。 
k. 「拠点校」や「共同実施校」だけでなく、「連携校」においても国が実施するアジア高

校生架け橋＋（プラス）や海外の連携校等からリーダー、架け橋となる外国人生徒を受

け入れ、日本人生徒と外国人生徒が一緒に英語での授業等を履修するための学校体制

を整備すること。  
l. これまで先進的な課題研究等の実績があり，その分析評価が行われ，それらの結果を

踏まえた研究開発計画となっており，確実な成果が見込めるものとなっている。 

m. オンラインを駆使し，国内外の大学等と連携した AI やビッグデータなど文理横断的

な高度な学びを実現するカリキュラム開発となっている。 

n. 大学教育（国内大学）の先取り履修の単位認定を事業終了までに行うこと。 
o. 海外大学との先取り履修を可能とする取組を事業終了までに行うことを明確化してい

る。 
 

Ⅳ 実施体制の整備 

a. 管理機関の下，拠点校を中心として組織的に研究開発・実践に取り組む体制を整備し

ている。【要件２－①】 
注記）特に，連携校において，国の他事業を実施することを希望する（または既に実施している）場合，複数の取

組を実施するための体制を整備する確認や調整を行うこと。 

b. 本事業が円滑及び適切になされるよう，管理機関の下，関係機関の間で十分な情報共

有体制を整備している。【要件２－③（再掲）】 
c. 構想内容の水準を維持し，必要な改善を図るために，管理機関の長，拠点校等の校長

の役割を明確に規定している。 
d. 本事業の実施に際し，専門的見地から指導・助言に当たる運営指導委員会や事業の実

施状況を検証するための組織（検証組織）等を管理機関の中に整備し，検証に必要な

資料・情報を明確に定め，収集している。【要件２－②】 
e. 管理機関が，拠点校等の卒業生の卒業後の進路とイノベーティブなグローバル人材と

しての成長の過程を追跡把握する仕組みを構築し，必要な情報を収集している。 
f. 外国人生徒の日本での学習や生活を支援する必要な体制を整備している。 
【加算項目】 
g. 拠点校において，本事業による取組が学校全体の授業改善や関係機関の教職員や生徒

の意識改革を促すものとなっている。 
h. 国が実施しているアジア高校生架け橋プロジェクト＋（プラス）の留学生を受け入れ

ている（その予定がある）。 
i. 高大連携、海外大学との連携や外国人生徒の受入を推進するため、セメスター制を事

業完了までに行うことを明確化している。 
※セメスター制とは、半年を 1 学期として、1 科目の単位を取得すること。 
 

 

 



 

Ⅴ 財政等支援 

a. 管理機関が，本事業の運営にかかる経費を国からの委託経費のみではなく，自己負担

額についても計上している。 
b. 管理機関が，事業の実施に必要な取組に対し，人的又は財政的な支援や教職員を育成

するための研修やセミナー等を実施している。【要件２－⑤】 
注記）例えば，グローバル人材育成に関する高等学校教員向けのセミナーや海外研修制度等が考えられる。 

c. 管理機関が，国の委託が終了した後も事業を継続的に実施できる計画を作成してい

る。【要件２－⑥】 
【加算項目】 
d. 管理機関が，事業終了までに企業と連携した取組を「企業版ふるさと納税」の仕組み

を活用する等，国の委託が終了した後も事業を継続的に実施できる計画がある。 
 
ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価 
ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等又は内閣府男女共同参画局長の認定

等相当確認を有していること。 
① 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）に基づ

く認定（えるぼし認定・プラチナえるぼし認定）等 
② 次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づく認定（くるみん認定企業・

トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業） 
③ 青少年の雇用の促進等に関する法律（若者雇用促進法）に基づく認定 

 



【別紙】書面審査係数一覧＜ＷＷＬコンソーシアム構築支援事業＞

係数 満点

（１） 構想目的・目標の設定 140

① 事業の趣旨を踏まえて，イノベーティブなグローバル人材像を，資質・能力（コンピテ

ンシー），心構え・考え方・価値観等（マインドセット），探究スキル等の観点から多面

的に設定し，明確化している。

8 40

② 事業の趣旨を踏まえて，ＡＬネットワークの目的と役割を明確化している。 8 40
③ 設定したイノベーティブなグローバル人材像及びＡＬネットワークの目的と役割に基

づいて，短期的，中期的及び長期的な目標（要件１－①、②の重点的に取り組む項

目の目標を含む）を具体的に設定している。

8 40

加算 要件 １－①、②の重点的に取り組む項目の目標が,これまでの実績を踏まえて意欲

的な目標となっている。
4 20

（２） ＡＬネットワークの形成 280

① 構想目的・年度計画の策定，事業の運営，達成状況の評価・見直しのため，管理機

関の長と拠点校等における本事業の運営責任者，主要な協働機関の関係者等をメ

ンバーとするＡＬネットワーク運営組織を管理機関に設置している。

8 40

② ＡＬネットワーク運営組織により，本事業が円滑及び適切になされるよう，関係機関の

間で十分な情報共有体制を整備し，新たな協働事業の開発，有効な事業実施を実

現しようとしている。

8 40

③ ＡＬネットワーク運営組織が，国内外の大学，産業界，その他国際機関等との連携・
交流を通じて，当該プログラムの修了生の国際的な分野を学ぶ国内外の大学への
進学や国内外のトップ大学等への進学，海外留学、外国人生徒受入等の促進に寄
与する準備ができている。

8 40

④ ＡＬネットワーク運営組織に専任者からなる事務局を設置するとともに，本事業のカリ

キュラムを開発する体制を整えている。
4 20

⑤ ＡＬネットワーク運営組織において，国内外の大学，企業，国際機関等と協働し，国
内外の高等学校等との連携によるテーマと関連した高校生国際会議等を事業終了
までに行う（令和元年度から令和5年度までのＷＷＬコンソーシアム構築支援事業カ

リキュラム開発拠点校は初年度から継続して実施する）ことを明確化している。

8 40

⑥ 事業成果の社会普及のため，社会に開かれたフォーラムや成果報告会などを実施

する計画ができている。
8 40

⑦ ＡＬネットワーク運営組織が，構想目的の達成に資する取組を計画し，その効果的か

つ円滑な運営のための情報収集・提供を行う準備ができている。
8 40

加算 ＡＬネットワーク運営組織の基盤となる関係機関との協定文書等がある。 4 20

（３） 研究開発・実践 640

① 海外の連携校等への短期・長期留学や海外研修等を、カリキュラムの中に体系的に

位置づけて、対象となる生徒が経験するようにしている。
12 60

② 国が実施するアジア高校生架け橋プロジェクト＋（プラス）や海外の連携校等から

リーダー、架け橋となる外国人生徒を受け入れ、日本人生徒と外国人生徒が一緒に

英語等での授業を履修するための学校体制を整備すること。

12 60

③ グローバルな社会課題の中からテーマ（ＳＤＧｓ，経済，政治，教育，芸術等）を設定
している。

8 40

④ 拠点校，共同実施校，連携校等が，管理機関のリーダーシップのもと，イノベーティ

ブなグローバル人材育成に資する体系的かつ先進的なカリキュラム設計を，国内外

の大学，企業，国際機関等との協働により行っている。

12 60

⑤ 設定したテーマと関連し，外国語や文理両方の複数の教科を融合した内容につい

て，外国語を用いながら探究活動を行う「グローバル探究」等の教科・科目を設定し

ている。また，その実施にあたって，外国人講師やＩＣＴ等を活用している。

12 60

⑥ 体系的なカリキュラムの編成にあたって，文系・理系を問わず，各教科をバランスよく

学ぶ教育課程の編成をしている（文系・理系のコース分け等を行わずに，または，

コース分け等を行ったとしても，数学科，理科，地理歴史科，公民科等の教科を幅

広く学べるようになされている等）。

8 40

審査項目



⑦ 学習活動が，構想目的の達成に資するよう工夫されたものとなっている。 4 20
⑧ 高大連携による大学教育の先取り履修を可能とする取組を事業終了までに行う（令

和元年度から令和5年度までのＷＷＬコンソーシアム構築支援事業カリキュラム開発
拠点校は初年度から継続して実施する）ことを明確化している。

12 60

⑨ より高度の内容（例えば，微分方程式，線形代数，データマイニングや国際法等）を

学びたい高校生が学習できる環境整備をしている。
8 40

加算 「拠点校」や「共同実施校」だけでなく、「連携校」においても海外の連携校等への短

期・長期留学や海外研修等を、カリキュラムの中に体系的に位置づけて、対象となる

生徒が経験するようにしている。

8 40

加算 「拠点校」や「共同実施校」だけでなく、「連携校」においても国が実施するアジア高
校生架け橋＋（プラス）や海外の連携校等からリーダー、架け橋となる外国人生徒を
受け入れ、日本人生徒と外国人生徒が一緒に英語での授業等を履修するための学
校体制を整備すること。

8 40

加算 これまで先進的な課題研究等の実績があり、その分析評価が行われ、それらの結果
を踏まえた研究開発計画となっており、確実な成果が見込めるものとなっている。

8 40

加算 オンラインを駆使し，国内外の大学等と連携したAIやビッグデータなど文理横断的な
高度な学びを実現するカリキュラム開発となっている。

4 20

加算 大学教育（国内大学）の先取り履修の単位認定を事業終了までに行うこと。 4 20

加算 海外大学との先取り履修を可能とする取組を事業終了までに行うことを明確化して

いる。
8 40

（４） 実施体制の整備 280

① 管理機関の下，拠点校を中心として組織的に研究開発・実践に取り組む体制を整

備している。
8 40

② 本事業が円滑及び適切になされるよう，管理機関の下，関係機関の間で十分な情

報共有体制を整備している。
8 40

③ 構想内容の水準を維持し，必要な改善を図るために，管理機関の長，拠点校等の

校長の役割を明確に規定している。
8 40

④ 本事業の実施に際し，専門的見地から指導・助言に当たる運営指導委員会や事業

の実施状況を検証するための組織（検証組織）等を管理機関の中に整備し，検証に

必要な資料・情報を明確に定め，収集する準備ができている。

8 40

⑤ 管理機関が，拠点校等の卒業生の卒業後の進路とイノベーティブなグローバル人材

としての成長の過程を追跡把握する仕組みを構築し，必要な情報を収集する準備が

できている。

8 40

⑥ 外国人生徒の日本での学習や生活を支援する必要な体制を整備している。 4 20

加算 拠点校において、本事業による取組が学校全体の授業改善や関係機関の教職員

や生徒の意識改革を促すものとなっている。
2 10

加算 国が実施しているアジア高校生架け橋プロジェクト＋（プラス）の留学生を受け入れ

ている（その予定がある）。
2 10

加算 高大連携、海外大学との連携や外国人生徒の受入を推進するため、学期ごとの単
位認定や学年による教育課程の区分を設けない単位制を事業完了までに行うことを
明確化している。

8 40

（５） 財政支援等 200

① 管理機関が，本事業の運営にかかる経費を国からの委託経費のみではなく，自己

負担額についても計上している，又は計上しようと努力している。
12 60

② 管理機関が，事業の実施に必要な取組に対し，人的又は財政的な支援や教職員を

育成するための研修やセミナー等を実施する準備ができている。
12 60

③ 管理機関が，国の委託が終了した後も事業を継続的に実施できる計画を作成して
いる。

12 60

加算 管理機関が，事業終了までに企業と連携した取組を「企業版ふるさと納税」の仕組

みを活用する等，国の委託が終了した後も事業を継続的に実施できる計画がある。
4 20

（６） ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標 4 100

ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定内容により加点
○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）に基づく
認定（えるぼし認定・プラチナえるぼし認定）等
○次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づく認定（くるみん認定企業・トライ
くるみん認定企業・プラチナ認定企業）
○青少年の雇用の促進等に関する法律（若者雇用促進法）に基づく認定

＜1640点満点＞ 1640



初等中等教育局委託事業事務処理要領 

 

平 成 ２ ０ 年 ３ 月 ２ ８ 日 

初 等 中 等 教 育 局 長 決 定 

改正 平成２３年３月２２日 

改正 平成２３年６月１５日 

改正 令和３年２月１９日 

 

 

（目的） 

第１条 初等中等教育局の関係予算により実施する委託事業に関する事務は、会計に関す

る法令に定めるもののほか、この要領により適切に処理するものとする。ただし、各委

託事業において別に定めがある場合は、それに従うものとする。 

 

（委託契約書） 

第２条 委託契約書（以下「契約書」という。）の様式は、様式第１とし、委託変更契約

書の様式は、様式第２とする。 

２ 前項により難い場合は、必要に応じて委託者（以下「甲」という。）と受託者（以下

「乙」という。）が協議の上、加除修正を行うことができる。 

 

（法人格を有しない団体（以下「任意団体」という。）に関する事項の提出等） 

第３条 契約書第２条の二に規定する「書面」の様式は、様式第３とする。ただし、乙が

任意団体でない場合は適用しない。この場合において、契約書中「第２条の二」を削除

する。 

 

（会計処理関係） 

第４条 契約書第５０条に規定する「帳簿」の様式は、様式第４とする。ただし、様式第

４に掲げられた事項が不足なく記載されている場合は、乙において会計関係書類として

定められ又は使用しているものでも差し支えない。 

 

第５条 契約書第５０条に規定する「支出を証する書類」とは、次に掲げるものをいう。 

（１）人件費は、傭上決議書（日額、時間給の決定事項を含む）、出勤簿、作業日報、出

面表、給与支払明細書、領収書等及び会計伝票又はこれらに類する書類。 

（２）諸謝金は、出勤簿、活動報告書、出面表、支払明細書、領収書等及び会計伝票又は

これらに類する書類。 

（３）旅費は、出張依頼（命令）書、領収書等及び会計伝票又はこれらに類する書類。 

（４）借損料、印刷製本費、消耗品費、会議費、通信運搬費、雑役務費及び再委託費は、

支払関係の書類（見積書、発注書、契約書（請書）、納品書、検収書、請求書、領収

書等）及び会計伝票又はこれらに類する書類。 

 



第６条 前条の書類は、第４条に定める帳簿とともに、これに記載された順番に編纂して

整理し、委託事業終了後５年間保管し、甲の指示があった場合は直ちに提出できるよう

にしておかなければならない。なお、原本を別綴とすることが困難である場合には、そ

の写によることができる。 

 

第７条 委託事業に係る経費の支払等の方法は、次によるものとする。 

（１）委託事業の経費については、乙における会計諸規程等の定めるところにより第５条

の書類により処理するものとする。 

（２）第５条に掲げる経費のうち、通信費など、委託費部分を個別に支払うことが困難な

場合は、委託費以外から立て替えて支払った経費を委託費から支払又は充当すること

として処理することができるものとする。ただし、この場合、乙は委託費部分に該当

する金額を確定できる根拠を作成しておかなければならない。 

 

（再委託） 

第８条 乙は、委託事業の全部を第三者に委託（以下「再委託」という。）してはならな

い。 

２ 乙は、委託事業を実施するに当たり、必要に応じてその一部を再委託しようとする場

合は、再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び金

額が記載された文書（様式第５）を提出し、甲の承認を受けなければならない。 

３ 乙は、委託事業を再委託する場合は、再委託した事業に伴う当該第三者の行為につい

て、甲に対して全ての責任を負うものとする。 

 

（再々委託の履行体制の把握） 

第９条 乙は、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託（以下「再

々委託」という。）しようとする場合は、再々委託先の住所、氏名、再々委託を行う業

務の範囲が記載された書類「様式第６（再々委託届出書）」を甲に提出するものとする。 

 

（事業計画及び委託契約の変更） 

第１０条 契約書第９条第１項に定める申請は、様式第７の「事業計画変更承認申請書」

による。 

２ 契約書第３条第１項に定める委託費に増減が生じる場合及びその他必要と認められる

場合は、様式第８の「委託契約変更承認申請書」を提出するものとし、委託変更契約書

の締結を以ってその承認とする。 

 

第１１条 契約書第１０条に定める申請は、様式第９の「委託事業廃止等承認申請書」に

よる。 

 

（委託事業完了（廃止等）報告等） 

第１２条 契約書第１１条に定める報告は、各委託事業において様式を定める「委託事業

完了（廃止等）報告書」による。また、第５条に規定する書類の写を併せて提出するも

のとする。 



 

第１３条 甲が契約書第１４条に基づき実地調査を実施する場合、乙は、第４条及び第５

条に掲げる書類を甲に提示しなければならない。 

 

（委託費の支払） 

第１４条 契約書第１５条第２項に定める支払いの請求は、様式第１０の「精算払請求書」

によるものとし、乙は甲から委託費の額の確定通知を受けた後に、速やかに甲に提出す

るものとする。 

 

第１５条 乙は、契約書第１５条第４項により、甲が必要と認めた場合に限り、概算払を

受けることができる。なお、甲は概算払の必要性を確認するため、乙に対し、様式第１

１の「支払計画書」の他、必要な書類の提出を求めることができる。 

２ 前項により、概算払の必要性が認められた後で、乙が概算払を希望するときは、様式

第１２の「委託費支払計画書」を作成し、甲に提出するものとする。 

 

第１６条 甲が、前条第２項の規定に基づき提出された委託費支払計画書の内容を妥当と

認めた場合、乙は様式第１３の「概算払請求書」を提出するものとする。甲は、この請

求書に基づき、概算払を行うものとする。 

 

第１７条 委託費の支払いについては、契約書の一部として、別紙の「銀行口座情報」を

甲に提出するものとする。なお、振込先の金融機関は国庫振込取扱店とし、振込口座に

個人名義の口座を指定してはならない。 

 

（過払金の返還） 

第１８条 契約書第１６条による返還は、歳入徴収官及び官署支出官より別途送付する納

入告知書により、指定の期日までに納付しなければならない。 

 

（資産の管理） 

第１９条 乙は、契約書第１８条第１項に基づき、委託費により取得した１０万円以上か

つ耐用年数が１年以上の設備備品等については様式第１４の「資産及び預り資産管理

表」により管理しなければならない。ただし、乙の会計規程等にこれに準ずる様式があ

る場合は、これによることができる。 

２ 契約書第１８条第２項に定める標示は、様式第１５の「標示ラベル」とする。ただし、

乙に同様の備品ラベルがある場合は、これによることができる。 

 

（取引停止措置） 

第２０条 乙が文部科学省所管における物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要領に定

める取引停止措置に該当する場合は、同取扱要領により取引停止措置を行う。 

 

（変更届） 

第２１条 契約書第４７条に定める通知は、様式第１６の「変更届」による。 



 

（委託費支出明細書の提出等） 

第２２条 契約書第５２条に定める報告は、様式第１７の「委託費支出明細書」による。

ただし、乙が公益法人でない場合は適用しない。この場合において、契約書中「第５２

条」を削除し、契約書中「第５３条」以降の各条を１条ずつ繰り上げるものとする。 

 

（著作物の提供） 

第２３条 乙は契約書第５３条の定めにより文部科学省が保有する著作物（以下「本著作

物」という。）を甲から提供を受けたときは、様式第１８の「預り証」を甲に提出する

ものとする。 

 

第２４条 契約書第５４条第３項に定める申請は、様式第１９の「著作物翻案、改変等申

請書」による。ただし、乙が甲から本著作物の提供を受けない場合は適用しない。 

 

第２５条 契約書第５７条に定める本著作物及び本著作物の複製物を返却する際は、様式

第２０の「著作物返却書」を甲に提出するものとする。ただし、乙が甲から本著作物の

提供を受けない場合は適用しない。 

 

第２６条 契約書第５８条第２項に定める報告書は様式第２１の「複製著作物処分報告書」

による。ただし、乙が甲から本著作物の提供を受けない場合は適用しない。 

 

（個人情報の取扱い） 

第２７条 乙は、預託された個人情報（生存する個人に関する情報であって、当該情報に

含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図面もしくは電磁的記録（電磁的方式

（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をい

う。）で作られる記録をいう。）に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その

他の方法を用いて表された一切の事項をいう。）により特定の個人を識別することがで

きるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別するこ

とができることとなるものを含む。）をいう。）について、善良なる管理者の注意をも

って取り扱う義務を負うものとする。 

２ 乙は、契約書第６０条第２項に定める申請は、様式第２２の「個人情報利用申請書」

によるものとする。 

 

（その他） 

第２８条 様式は、日本産業規格に定めるＡ列４判とする。 

 

第２９条 委託事業を実施するに当たって必要となる文書の提出については、書面による

提出や報告を求める必要がないと判断される場合、電磁的方法でも可能とする。 

 

第３０条 委託事業に関する事務処理については、この要領に定めるほか、特に必要があ

る場合は、甲が別に定めるものとする。 



 

第３１条 この要領は、令和３年度委託契約分から適用する。 
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